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１　航空事故調査の経過

１．１　航空事故の概要

日本近距離航空株式会社所属日本航空機製造式ＹＳ‐１１Ａ型ＪＡ８７２７は，昭和５４ 

年８月１０日１６時０８分ごろ，同社の定期９７６便（対馬―福岡）として，福岡空港 

に着陸の際，後部胴体下面が滑走路面に接触し，機体は中破したが，火災は発生しなか 

った。

本事故による人員の死傷はなかった。

１．２　航空事故調査の概要

昭和５４年８月１１日～１３日　現場調査

１．３　原因関係者からの意見聴取

昭和５４年１１月１２日　意見聴取



２　認定した事実

２．１　飛行の経過

ＪＡ８７２７は，昭和５４年８月１０日１５時４１分ごろ，旅客５８名（内幼児２名）， 

乗組員４名，その他１名がとう乗し，同社の定期９７６便として対馬空港を離陸した。

同機は，上昇中に福岡コントロールからの管制承認により，福岡ＮＤＢに向かって， 

機首方位１２０度，高度７，０００フィートで飛行し，その後福岡アプローチの指示により 

降下にうつり，１６時０１分ごろＩＬＳアプローチの進入許可を受け，滑走路１６にＩ

ＬＳ進入を開始した。同機がアウタマーカーを高度約１，８００フィートで通過したとこ 

ろ，機長は，福岡タワーから風向３１０度，風速５ノットとの通報を受けていた。

その後，同機は，着陸に際して，滑走路１６末端から約５３２メートルの位置に，１６ 

時０８分，落下ぎみに接地した。その際同機は，後部胴体下面が滑走路面に接触したが， 

乗組員はそれに気付かず，スポット１４番に駐機した。

その後，地上整備員により後部胴体下面の損傷が発見された。

２．２　人の死亡，行方不明及び負傷

死傷
とう乗者

乗組員　その他
その他

死亡　０　０　０

重傷　０　０　０

軽傷　０　０　０

なし　４　５９

（注）その他の中には，業務のためとう乗していた整備士１名を含む。

２．３　航空機の損壊の程度

中破

２．４　航空機以外の物件の損壊に関する情報

なし



２．５　乗組員に関する情報

機長　昭和１９年９月２日生

定期運送用操縦士技能証明書　第１８６９号

取得年月日　昭和４８年１０月９日

限定事項　飛行機陸上単発及び多発，日本航空機製造式ＹＳ‐１１型

総飛行時間　４，７０８時間５２分

同型式機の飛行時間　１０２時間４３分

最近３０日間の飛行時間　２８時間４４分

第１種航空身体検査証明書　第１１６２１２７２号

有効期間　昭和５４年６月１５日から昭和５４年１２月１４日まで

副操縦士　昭和２７年１１月２４日生

事業用操縦士技能証明書　第４７９２号

取得年月日　昭和４８年１２月６日

限定事項　飛行機陸上単発及び多発，日本航空機製造式ＹＳ‐１１型

総飛行時間　２，４９２時間００分

同型式機の飛行時間　２６３時間２８分

最近３０日間の飛行時間　４９時間５３分

第１種航空身体検査証明書　第１１６５１６６３号

有効期間　昭和５４年７月２１日から昭和５５年７月２０まで

２．６　航空機に関する情報

型式　日本航空機製造式ＹＳ‐１１Ａ型

製造年月日　昭和４３年１２月２８日

製造番号　第２０９５号

所有者　全日本空輸株式会社

耐空証明書番号　第大‐５３‐４２０号

有効期間　昭和５４年３月１２日から昭和５５年３月１１日まで

総飛行時間　２２，７７９時間３３分

オーバホール後の飛行時間　３，７８６時間３３分



重量及び重心位置

事故発生当時のＪＡ８７２７の推定重量は４８，７３６ポンドで，推定重心位置はＭＡ 

Ｃ２６．７％と推算され，いずれも許容範囲（最大着陸重量５４，０１０ポンド，重心位置 

２０．２～３６％）内にあった。

２．７　気象に関する情報

福岡航空測候所の事故当日の観測値は次のとおりであった。

１６時００分　風向３２０度，風速６ノット，視程１０キロメートル以上，雲量１／８ 

積雲，雲高４，０００フィート，気温３１度Ｃ，露点温度２２度Ｃ，気圧１，０１０ミリバール， 

ＱＮＨ２９．８３。記事，風向変動。

１６時３０分　風向３１０度，風速７ノット，視程１０キロメートル以上，雲量１／８ 

積雲，雲高４，０００フィート，気温３１度Ｃ，露点温度２２度Ｃ，気圧１，０１０ミリバール， 

ＱＮＨ２９．８４。

２．８　飛行場及び地上施設に関する情報

福岡空港は，アスファルトコンクリートの滑走路１６／３４（２，８００メートル×６０メ 

ートル）があり，その表面はグルービングされていた。

滑走路１６及び３４末端には各々６０メートル×６０メートルのオーバランがあり， 

飛行場の標高は，滑走路１６末端で約１３フィート，滑走路３４末端で約３０フィート 

である。

事故当時，滑走路１６のＩＬＳ及びＶＡＳＩＳは正常に運用されていた。

２．９　飛行記録装置及び音声記録装置に関する情報

ＪＡ８７２７は，サンドストランド社製ＦＡ‐５４２型飛行記録装置，製造番号４５０２ 

（以下「ＦＤＲ」という。）及びフェアチャイルド社製Ａ‐１００型音声記録装置，製 

造番号３７０５（以下「ＣＶＲ」という。）を後部胴体のステーション＋８０８０右側に 

装備しており，いずれも事故による損傷はなく，読取り可能な状態であった。

２．１０　航空機及びその部品の損壊に関する情報

同機の後部胴体ステーション＋８０８０の下面付近の外板に，機軸にそって長さ約１．２２

メートル，幅最大約０．４メートルのすり傷及びへこみがあり，同部分のフレームに長さ



約８センチメートルの亀裂があった。

２．１１　その他必要な事項

現場調査の結果から，滑走路１６末端から約５２３メートルの滑走路中心線標識の左 

側約１．４メートルの所から中心線に沿って，滑走路３４末端方向に長さ約４．３メートル， 

幅最大約０．３メートルにわたって，灰色，黄色の塗料及びアルミニュームの擦過痕が認 

められた。

３　事実を認定した理由

３．１　解析

３．１．１　機長及び副操縦士は，適法な資格を有し，所定の航空身体検査に合格していた。

３．１．２　ＪＡ８７２７は，調査結果及び乗組員の口述から，主脚柱の長さと同ストラット 

内の空気圧との関係が規定値を僅かにずれていた（後述３．１．５）以外，機体，エンジン 

及び操縦系統等は事故発生まで不具合がなかった。

３．１．３　現場調査の結果，滑走路１６末端から約５２３メートルの滑走路面上に擦過痕 

があり，ＦＤＲの記録の調査及び解析（後述３．１．４項の(6)～(8)）から，同機は，主車輪 

が接地したと殆んど同時に後部胴体下面が接地したと推定される。従って，主車輪の接 

地点は，同滑走路末端から約５３２メートルの位置と推定される。

３．１．４　ＦＤＲ及びＣＶＲの記録並びに乗組員等の口述から，同機が福岡空港にＩＬ 

Ｓにより進入し，接地するまでの状況は次のとおりであったものと推定される。

なお，事故当時のＦＤＲの記録の修正は，高度，速度，機首方位，垂直加速度及び時 

間について各々基準信号を加えて得た記録により行った。（付図参照）

(1)　機長及び副操縦士は，同機の飛行機運用規程に定められているＩＬＳアプローチ手 

順に従って，チェックリスト，応答及びコールアウトの呼称を実施していた。

(2)　同機は，アウタマーカーを通過後，スレッシュホールド（以下「ＴＨ」という。） 

までほぼグライドパス３度で飛行し，同機の地上接近警報装置は正常に運用されてお 

り，警報音は録音されていなかったことから，通常の進入を行ったものと推定される。

(3)　同機が，ＴＨを通過した速度は，ＣＶＲの記録によると，副操縦士は，その時の対 

気速度を９８ノットと呼称している。



また，ＦＤＲの速度記録，当時の風向風速３１０°，５ノット及び接地点が滑走路１６ 

末端から５３２メートルと推定されることから，同機がＴＨを通過した時間は接地前 

約１１秒であり，この時点のＦＤＲの速度記録は約９７ノットを示している。

なお，同機の飛行機運用規程に基づく当時の同機の重量に対するＴＴＳ（滑走路末 

端上空通過速度）は９５ノット(許容値＋５－０ノット)であることから，同機は，ＴＨ 

を正常な速度で通過したものと推定される。

(4)　同機がＴＨを通過した時点の高度は，ＦＤＲの高度記録の解析から，約７２フィー

トと推定される。

当該空港の滑走路１６末端におけるグライドパスの中心は約７８フィート（ＭＳＬ） 

であることから，同機は，ＴＨをほぼ正常な高度で通過したものと推定され，関係者 

の口述と一致している。

(5)　同機は，ＴＨを通過後，接地するまでの約１１秒間に追風の影響を受けていたもの 

と推定されるが，追風の風向，風速が約３１０度，約５ノットであり，滑走路１６に 

対する追風成分としては約４．５ノットとなることから，追風による接地点ののびは， 

約２５メートルと推算される。

(6)　ＦＤＲの記録によると，同機の接地前約４秒から１秒の間の高度は，僅かに降下し 

たことを示しており，この間の速度は約８６ノットから約７７ノットに減速しており， 

その減速率（毎秒）は２．３ノット，２．９ノット及び３．１ノットと推算されることから， 

同機は，殆んどパワーオフの状態で徐々に大きな迎え角をとって飛行したものと推定 

される。

(7)　ＦＤＲの接地時の速度記録は約７３ノットである。同型式機の飛行規程によると， 

同機の事故当時の失速速度は約７２ノットであることから，同機の接地時の速度は， 

失速速度に近い状態であったものと推定される。

(8)　同機の接地時の垂直加速度は，ＦＤＲの記録によると約＋１．６２Ｇを示しており， 

事故発生以前の６回の接地時の垂直加速度の記録は，最大＋１．４４Ｇ，最少＋１．２８ 

Ｇであり，事故当時，落下ぎみに接地したものと推定され，関係者の口述と一致して 

いる。

(9)　機長の口述によると，ＴＨを正常な高度及び速度で通過後，エンジンのパワーを徐 

々に絞り，徐々に引起し操作を行ったが，追風のため接地点がのびるとともに機首上 

げ最大8度位までとなり，落下ぎみに接地したと述べており，ＦＤＲの記録とその状 

況がほぼ一致している。



以上のことから，機長は，ＴＨを正常な高度及び速度で通過した後，引起し操作が 

適切を欠き，大きな迎え角となり，失速速度に近い状態で落下ぎみに接地したため， 

後部胴体下面を損傷したものと推定される。

３．１．５　主脚を調査した結果，作動油の漏れはなく，タイヤの空気圧はいずれも許容範 

囲内にあった。また，同機の左右のランデングギヤショックストラットの主脚柱の長さ 

を計測した結果，左は１２インチ（空気圧６３０psi），右は１２．２５インチ（空 

気圧６２０psi）であり，同型式機のメンテナンスマニュアルに規定した許容範囲よ 

り，左右共約０．５インチ短い値を示していた。

このことから，同機が機首上げ状態で落下ぎみに接地した場合，正常の場合より後部 

胴体下面を接地しやすい状態にあったものと推定される。

３．１．６　同機は着陸時において，追風の影響以外気象による影響はなかったものと推定 

される。

４　結論

(1)　機長及び副操縦士は，適法な資格を有し，所定の航空身体検査に合格していた。

(2)　ＪＡ８７２７は，有効な耐空証明を有し，定時点検は実施されており，事故発生まで 

主脚柱の長さと同ストラット内の空気圧との関係の他は，機体，エンジン及び操縦系 

統等に不具合はなかったものと推定される。

(3)　滑走路１６末端から約５２３メートルの滑走路面上の擦過痕は，同機の後部胴体下 

面が接触したことによるものと認められる。

(4)　機長及び副操縦士は，同機の飛行機運用規程に定められているコールアウト事項等 

の呼称を実施していた。

(5)　同機は，アウタマーカーを通過後，グライドパス３度に沿って滑走路16に進入し， 

ＴＨを正常な高度及び速度で通過したものと推定される。

(6)　同機は，進入中，福岡タワーから当時の風向，風速が３１０度，５ノットとの通報を 

うけており，追風の状態で着陸したものと推定される。

(7)　ＦＤＲの記録から，同機の接地直前の３秒間の降下率は小さく，この間の速度も遅 

く，その減速率が大きいことから，接地直前，同機は，殆んどパワーオフの状態で大 

きな迎え角をとって飛行したものと推定される。



(8)　同機は，接地時に大きな機首上げ角度をとっていたものと推定される。

(9)　同機の接地時の速度は，失速速度に近い状態であったものと推定される。

(10)　同機の接地時の垂直加速度は約＋１．６２Ｇと推定され，落下ぎみの接地であったも 

のと推定される。

(11)　同機が，大きな迎え角となり，失速速度に近い状態で落下ぎみに接地し，後部胴体下 

面が滑走路面に接触したことは，機長の着陸時の引起し操作が適切を欠いたことによ 

るものと推定される。

(12)　同機は，左右の主脚柱共ランデングギヤショックストラットの空気圧と主脚柱の長さ 

の関係から，後部胴体下面を接地しやすい状態にあったものと推定される。

(13)　同機は，着陸時において，追風以外，気象による影響はなかったものと推定される。

原因

本事故は，同機が，追風下での着陸時において，機長の引起し操作が適切を欠き，大 

きな機首上げ状態となり，落下ぎみに接地したため，後部胴体下面が滑走路面に接触し 

たことによるものと推定される。



ＪＡ８７２７ＦＤＲ記録





付図


